
 

 

 

 

 

 「第６次富士見市行財政改革大綱」検討資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成２７年１２月１０日 行財政改革市民懇談会 



1 

目 次 

 

はじめに .......................................................................................................... ２ 

 

Ⅰ．第５次行財政改革の取組み概要 ................................... ２ 

 １．施策の体系 ................................................... ２ 

２．達成状況 ..................................................... ３ 

（１）大綱の目標と成果状況 ....................................... ３ 

（２）行動計画別の目標達成状況 ................................... ３ 

３．施策別の主な取組み内容 ....................................... ４ 

４．取組みの成果 ............................................... １２ 

 

Ⅱ．第６次行財政改革へ向けて ..................................... １３ 

 １．本市の財政見通し ........................................... １３ 

２．第６次行財政改革の視点 ..................................... １３ 

 

Ⅲ．第６次行財政改革大綱 ......................................... １４ 

１．改革推進の柱（案） ......................................... １４ 

 ２. 施策の体系（案） ........................................... １６ 

  

Ⅳ．推進期間 ..................................................... １７ 

 

Ⅴ．推進体制 ..................................................... １８



2 

 はじめに 

本市では、昭和６１年に第１次行財政改革大綱を策定してからこれまで、５次にわ

たる行財政改革に取り組み、経費の削減や事務事業の見直し・合理化など行政運営の

効率化を推進し、一定の成果を上げてきました。 

第５次行財政改革大綱を策定した平成２３年においては、長引く景気低迷や少子高

齢化の進展などの影響により、市税収入が伸び悩む一方で、社会保障費の増加を招く

など、厳しい財政状況に置かれていました。このため、積極的な自主財源の確保と継

続的な改善によって財政の健全化を推進し、市民の視点にたったサービスを目指す取

組みに努めてきたところです。 

 このたび、第６次行財政改革大綱の策定にあたって、第５次行財政改革大綱に基づ

いた取組みの成果と今後の課題を検証します。 

 

Ⅰ．第５次行財政改革の取組み概要 

 第５次行財政改革は、第５次基本構想が目指す将来都市像の実現に向けた施策・

事業を積極的に展開し、これまでのまちづくりをさらに豊かなものとしていくため

に取組みました。また、財源不足を解消するため、コスト削減に向けた不断の改革

を基本に捉え、さらに市民が満足できる質の高い行政サービスの提供を目指した取

組みを実施しました。 

 改革の推進にあたり、施策の体系として大きな４本の柱（改革推進の柱）を置き、

その柱に沿ってそれぞれ主要施策を位置付け、具体的な取組みを明らかにする４７

の行動計画に取組みました。 

 

１．施策の体系 

 

改革推進の柱  主要施策 

 

 

（１）市民の視点にたった 

サービスの追求 

 ①窓口サービスの向上 

行 
 

 
 

動 
 

 
 

計 
 

 
 

画 

 ②電子市役所の推進 

 ③市民にわかりやすい積極的な情報発信 

（２）仕事の仕組みと進め方 

の改革 

 ①事務事業の見直し 

 ②市民参加・協働の推進 

 ③民間活力の活用 

（３）自律性の高い財政運営

の確立 

 ①財政運営の健全化 

 ②自主財源の確保 

（４）人づくりと職場環境の 

活性化 

 ①時代の変化に対応できる人材の育成 

 ②効率的な人的資源の配分 
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２．達成状況 

   

（１）大綱の目標と成果状況 

※平成２６年度決算の数値 

 
（２）行動計画別の目標達成状況（全体） 

達成状況 項目数 割合 今後の取組み 項目数 割合 

目標達成 ３５ ７４％ 
計画終了 ８ １７％ 

新たな展開を検討 ２７ ５７％ 

目標未達成 １２ ２６％ 
計画終了 ０ ０％ 

新たな展開を検討 １２ ２６％ 

計 ４７ １００％ 計 ４７ １００％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標 
目標 

（平成２７年度） 

成果 

（平成２７年度） 

地方債残高（全会計） ３５０億円以下 ３２６億円※ 

経常収支比率 ９０％以下 ８８．４％※ 

行動計画の全体達成率 ７０％ ７４％ 

市民意識調査の全施策に対する 

市民満足度の平均値 
３７．５％ ３９．４％ 
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３．施策別の主な取組み内容 

 

大柱１ 市民の視点にたったサービスの追及 

この大柱は、市民サービスの基本となる窓口サービスについて、市民の立場

にたった利便性の向上を目指した取組みを実施するとともに、行政情報を迅速

にわかりやすく提供することにより、市民との情報共有を進めることを定めた

ものです。 

 

成 果 

◇窓口サービスの向上 

休日開庁の導入、総合的窓口整備、一般旅券業務の開始、西出張所の業務時

間の延長、サンライトホールにふるさとハローワークを設置、ピアザ☆ふじ

み内にふじみ野出張所を移転し業務拡充、市税・国保税のコンビニ納付の導

入など 

◇電子市役所の推進 

公共施設予約システムの導入（平成２８年４月運用開始） 

◇市民にわかりやすい積極的な情報発信 

役所ことば改善マニュアルの作成、小学校区毎のタウンミーティングの実施、

部運営方針の公表、議会映像のインターネット配信など 

  

主な取組み 

効果額（削減額+増収額） 11,740千円 

 

主要施策③ 市民にわかりやすい積極的な情報発信                     

行動計画№6 ホームページによる情報提供の充実  11,740千円 

・バナー広告収入 

 

※金額は平成２３年度から２６年度までの４年間の累計額 

  

  達成状況と今後の取組み（大柱１） 

達成状況 項目数 割合 今後の取組み 項目数 割合 

目標達成 １１ １００％ 
終了 ４ ３６％ 

新たな展開を検討 ７ ６４％ 

目標未達成 

（取組み中） 
０ ０％ 

終了 ０ ０％ 

新たな展開を検討 ０ ０％ 

計 １１ １００％ 計 １１ １００％ 
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課 題 

◇窓口サービスの向上 

休日開庁の正式実施、社会保障・税番号制度に関連した総合窓口の検討、  

西出張所の開庁時間延長の検討、ユニバーサルデザイン等に対応した窓口 

改善 

◇電子市役所の推進 

公共施設予約システムの検証、自治体クラウドの研究、ペーパーレス化の 

研究 

◇市民にわかりやすい積極的な情報発信 

メディアへの情報発信の仕方の研究、ホームページの委託化の検討、ホーム

ページのアクセシビリティへの対応、広報紙の委託化の検討、ＳＮＳによる

情報発信ツールの拡大、市長と直接対話方式によるタウンミーティングの 

実施検討、ＰＲ大使等によるシティセールスの向上 

 

 

今後の方向性 

本庁舎、出張所の窓口サービスは、引き続き、市民ニーズに対応した窓口サー

ビスを検討する必要があります。 

ＩＣＴの活用については、社会保障・税番号制度の導入など、その役割は今後

ますます高まるものと考えられます。このような状況を踏まえ、ＩＣＴを活用し

て業務の効率化に努める必要があります。 

また、市民参加・協働のまちづくりを推進していくため、市の情報を市民にわ

かりやすく提供することにより情報の共有化を進め、市民が市政に参加しやすい

環境をつくり、市民ニーズを的確に反映した行政運営をする必要があります。 

    

 キーポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さらなる市民サービスの向上 

 ＩＣＴを活用した業務の見直し 

 市民との情報共有の推進 
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大柱２ 仕事の仕組みと進め方の改革 

この大柱は、行政サービスをより効率的・効果的に提供するため、行政コス

トの削減を推進するとともに、行政評価の充実により、ＰＤＣＡサイクルによ

る継続的な改善を推進するものです。また、民間活力の活用を検討し、公民連

携や、市民との連携に取組むものです。 

 

成 果 

 ◇事務事業の見直し 

電気使用量の削減、ＰＰＳ（特定規模電気事業者）導入による電気料金の  

削減、事務事業評価の実施、事務決裁規程の見直しなど 

◇市民参加・協働の推進 

ゼロ予算での市民便利帳発行、大学との連携、市民提案型制度の導入、環境

美化活動の実施など 

◇民間活力の推進 

新たな指定管理者制度の導入、直営ごみ収集の民間委託化、庁舎案内板の 

設置など 

 

 

主な取組み 

効果額（削減額+増収額） 約 17,175千円 

 

主要施策① 事務事業の見直し        

行動計画№12 光熱水費の削減              7,175千円 

・電気料金の削減 

   主要施策② 市民参加・協働の推進 

    行動計画№15 ゼロ予算事業の推進（市民便利帳の発行）約 10,000千円 

   ・市民便利帳の発行費用を広告収入で賄う 

 

 ※金額は平成２３年度から２６年度まで４年間の累計額 

 

  達成状況と今後の取組み（大柱２） 

達成状況 項目数 割合 今後の取組み 項目数 割合 

目標達成 １１ ６５％ 
終了 ２ １２％ 

新たな展開を検討 ９ ５３％ 

目標未達成 

（取組み中） 
６ ３５％ 

終了 ０ ０％ 

新たな展開を検討 ６ ３５％ 

計 １７ １００％ 計 １７ １００％ 
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  課 題 

 ◇事務事業の見直し 

ＬＥＤ化促進による節電と二酸化炭素排出量の削減、事務事業評価の評価手

法の研究 

◇市民参加・協働の推進 

市民便利帳以外のゼロ予算事業の推進、包括協定による新たな連携先の検討、

協働事業提案制度の改善・検証、８割の町会加入率を目指す取組み、集会所

の多様な活用方法の検討、審議会等における女性委員の登用率向上手法の研

究、公の施設連携推進会議の活性化、市民学芸員の増員 

◇民間活力の推進 

公共施設等総合管理計画によるＰＰＰの活用 

 

 

今後の方向性 

   社会情勢の変化や、それらに伴う市民ニーズの変化に的確に対応した行政サー 

ビスを提供していくため、引き続き事務事業の見直しを進める必要があります。 

  また、市民の知恵と力を生かした、市民協働のまちづくりを進めるため、市民 

が市政に参画できる環境づくりを進めるとともに、身近な地域の課題を解決し、 

より暮らしやすい地域づくりを進めていくため、地域住民が主体となり行政と連 

携した取組みを活かしていく必要があります。 

  民間活力の推進については、新たな公共の担い手となりうる主体との連携・協 

働など、多様な手法を検討していく必要があります。 

 

 キーポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 行政コストの削減 

 計画的行政の推進 

 市民参加・協働の推進 

 市民活動の促進 

 公共施設等総合管理計画によるＰＰＰの活用 

ＰＰＰの拡大 
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大柱３ 自律性の高い財政運営の確立 

この大柱は、安定的な自主財源の確保と、費用対効果の高いサービス提供を

目指して、歳入歳出のバランスがとれた財政運営を長期的視野にたって推進す

るものです。 

 

成 果 

   ◇財政運営の健全化 

長期借入金残高の縮減、補助金・負担金の見直しなど 

◇自主財源の確保 

広告収入の確保（封筒広告・バナー広告）、インターネットオークションの

活用、山室・勝瀬地区に企業誘致など 

 

 

主な取組み 

効果額（削減額+増収額） 4,106,606千円 

 

主要施策① 財政運営の健全化        

行動計画№29 長期借入金残高の縮減        4,100,000千円 

・臨時財政対策債・建設地方債の縮減 

    行動計画№30 補助金・負担金の見直し           31千円 

   ・２市 1町で構成する協議会負担金の減額 

 主要施策② 自主財源の確保 

行動計画№36 広告収入の確保             2,600千円 

   ・封筒広告収入 

行動計画№37 インターネットオークションの活用    3,975千円 

   ・備品の売却 

 

※金額は平成２３年度から２６年度まで４年間の累計額 

 

達成状況と今後の取組み（大柱３） 

達成状況 項目数 割合 今後の取組み 項目数 割合 

目標達成 ７ ６４％ 
終了 １ ９％ 

新たな展開を検討 ６ ５５％ 

目標未達成 

（取組み中） 
４ ３６％ 

終了 ０ ０％ 

新たな展開を検討 ４ ３６％ 

計 １１ １００％ 計 １１ １００％ 
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課 題 

   ◇財政運営の健全化 

収納率向上に向けた取組み、適正な滞納処分、債権管理条例の制定、負債の

抑制、公共施設の貸出し区分の検討、適正な受益者負担の検討、施設の統廃

合の検討、地方公会計の整備、基金の一元管理 

◇自主財源の確保 

 封筒・ホームページバナーの広告主募集方法の検討、企業誘致の検討、   

公共施設のネーミングライツの検討、自動販売機設置貸付収入の確保、  

まちづくり寄附の推進 

 

 

今後の方向性 

  今後においても厳しい財政状況が見込まれる中、中期財政計画などを踏まえ、

事業の見直しや選択により、健全な財政運営を進める必要があります。 

自主財源の確保については、収納対策の強化に努める必要があります。また、

市有財産の有効活用や計画的な土地利用を推進し、新たな財源の確保を進める

必要があります。 

 

キーポイント 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 財政運営の健全化 

 自主財源の確保 

 計画的な土地利用 
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大柱４ 人づくりと職場環境の活性化 

この大柱は、社会状況の変化や多様化する行政課題に対応するため、慣例に

とらわれない意識を持ち、市民生活向上のため最善の方法を的確に判断し、実

行できる人材を育成するとともに、組織としての総合力が発揮できるよう、職

場環境の整備に努めるものです。 

成 果 

◇時代の変化に対応できる人材の育成 

職員研修の充実、人事評価制度の導入など 

◇効率的な人的資源の配分 

再任用職員・非常勤嘱託職員の活用、定員適正化計画の推進など 

 

 

主な取組み 

効果額（削減額+増収額） 100,000千円 

 

主要施策② 効果的な人的資源の配分        

行動計画№46 定員適正化計画の推進      100,000千円 

・職員の減員 

 

※金額は平成２３年度から２６年度まで４年間の累計額 

 

達成状況と今後の取組み（大柱４） 

達成状況 項目数 割合 今後の取組み 項目数 割合 

目標達成 ６ ７５％ 
終了 １ １２．５％ 

新たな展開を検討 ５ ６２．５％ 

目標未達成 

（取組み中） 
２ ２５％ 

終了 ０ ０％ 

新たな展開を検討 ２ ２５％ 

計 ８ １００％ 計 ８ １００％ 
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課 題 

◇時代の変化に対応できる人材の育成 

 法曹関係者の雇用検討、再任用職員・非常勤嘱託職員の研修の充実、人事評価

制度の検証、人事評価者研修の充実、昇任試験の検討、女性管理職の登用 

◇効率的な人的資源の配分 

 ワーク・ライフ・バランスの推進、時間外勤務抑制の具体策の検討、 

 フレックス・振替休暇等の活用推進、大量退職に対応する再任用職員と非常 

 勤職員の活用、定員適正化計画の策定、職場環境の整備、メンタルヘルスの  

管理の充実、行政組織の見直し 

 

 

今後の方向性 

 質の高い行政運営を推進するため、様々な研修などにより、職員の意識改革

や能力向上を進めるとともに、適正な職員配置をする必要があります。 

また、更なる市民サービスを提供していくためには、簡素で効率的な組織の

構築や職員一人ひとりが持てる能力を最大限発揮することが不可欠であり、か

つ、ワーク・ライフ・バランスにも配慮をしていく必要があります。 

 

キーポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市民に信頼される人材の育成 

 ワーク・ライフ・バランスの推進 
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４. 取組みの成果 

  第５次行財政改革の実行性を高めるために設定された目標（地方債残高、経常収

支比率、行動計画の全体達成率、市民意識調査の全施策に対する市民満足度の平均

値）は、おおむね達成することができました。 

また、第５次行財政改革大綱に基づいた取組みを推進した結果、平成２３年度か

ら２６年度までの４年間で金額換算が可能な取組みを合計すると、約４２億円の効

果（うち長期借入金残額の縮減が約４１億円）があがっています。企業誘致につい

ては、山室・勝瀬地区に大型商業施設が開業し、賑わいの創出につながりました。 

こうした取組みの成果を、これまで進めてきた子育て支援策や各種福祉施策、市

民参加・協働の取組みなど、行政サービスの充実に活用してきました。 

行財政改革に対する市民満足度については、平成２４年と平成２７年の市民意識

調査を比較すると、３０．７％から２４．６％に減少し、不満度は３６．６％から

２４．９％に改善しています。 

財政状況については、市の貯金である財政調整基金残高は約２億円増加（平成 

２２年度末 約２４億円→平成２６年度末 約２６億円）し、市の借金である地方債

残高（全会計）は、約４１億円減少（平成２２年度末 約３６７億円→平成２６年

度末 約３２６億円）しました。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

億円 億円 



13 

Ⅱ．第６次行財政改革へ向けて 

１．本市の財政見通し 

  今後の財政見通しは、土地区画整理事業や道路橋梁などの都市基盤整備事業、老

朽化の進む公共施設の長寿命化対策など多額の事業費を要する事業が予定される

とともに、市民生活に直結した社会保障関係経費が増加傾向にあることを踏まえ、

今まで以上に厳しい財政状況が続くものと見込まれます。 

  このような状況を踏まえ、引き続き、健全な財政状況の下で、市民ニーズや時代

の潮流に即した各種施策を着実に推進していく必要があります。 

  歳入では、新たなまちづくりや魅力あるまちづくりの推進による安定的な税収基

盤の整備や収納対策の強化、国・県支出金や市債の効果的な活用などにより所要財

源の確保を図ることが求められています。歳出では、主要施策の重点化や優先順位

の明確化による計画行政をさらに推進するとともに、既存事業については、事務事

業評価等による事業の効率化や改善を図りながら、持続可能な財政構造を目指す必

要があります。 

 

２．第６次行財政改革の視点 

 （１）第５次基本構想に基づく施策・事業の積極的な展開 

  本市では、平成２３年度から始まる新たなまちづくりの指針として、第５次

基本構想を策定し、わたしたちが目指す将来都市像を次のとおり定めました。 

ひととまちがキラリとかがやく市民文化交流都市 

～人と人との絆と和 地域が主役のまちづくり～ 

人口減少・超高齢化という直面する大きな課題に対し、各地域がそれぞれの

特徴を活かした自律的で持続的な社会を創生することが求められており、地方

自治体の役割は益々重要になっています。また、市民ニーズや地域課題が多様

化・複雑化していることから、様々な行政課題に対応できる質の高い行政運営

が求められます。 

第５次基本構想は、豊かな自治の実現を目指して、これまで以上に、市民と

市がともに考え、協働し、地域の力を活かしたまちづくりを進めるための長期

的な指針として策定しました。 

第６次行財政改革は、第５次基本構想が目指す将来都市像の実現に向けた施

策・事業を積極的に展開し、これまでのまちづくりをさらに豊かなものとして

いくために、下支えする役割を果たしていくものです。 
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Ⅲ．第６次行財政改革大綱 

 

１．改革推進の柱（案） 

第５次行財政改革の課題を検証し、今後の方向性を踏まえ、第５次基本構想を

着実に推進することを目指して、次の４項目を改革推進の柱に位置付け行財政改

革に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５次（平成 23～27年度） 第６次（平成 28～32年度） 

課題・方向性 改革推進の柱 

１ 市民協働・官民連携の推進 

２ 人財育成の推進 

３ 効果的かつ効率的な行政 

運営の推進 

４ 持続可能な財政運営の確立 

さらなる市民サービスの向上 

ＩＣＴを活用した業務の見直し 

市民との情報共有の推進 

行政コストの削減 

計画的行政の推進 

市民参加・協働の推進 

市民活動の促進                        

公共施設等総合管理計画によるＰＰＰ

の活用 

財政運営の健全化 

自主財源の確保 

計画的な土地利用 

市民に信頼される人材の育成 

ワーク・ライフ・バランスの推進 

 



15 

（１）市民協働・官民連携の推進 

 富士見市は、自治基本条例に定めるとおり、市民と市が、お互いの信頼関係のもと

でそれぞれの役割と責任を担いながら、共通の課題をともに考え、行動するため、市

民の市政への参加・協働を推進しています。今後においても、協働のまちづくりを進

めるため、市民、ＮＰＯ、市民団体、民間等との連携を図っていきます。 

 

（２）人財育成の推進 

 多様化する行政需要に対応し、質の高い行政運営を推進するためには、職員一人ひ

とりの資質の向上は不可欠です。職場内研修などを通し、職員の意識改革や能力向上

の推進に取組みます。 

 また、職員の大量退職による急速な世代交代が行われても、市民に安定した行政 

サービスを提供できるよう、有能な「人財」の確保に努めます。 

 

（３）効果的かつ効率的な行政運営の推進 

 社会情勢の変化や、それらに伴う市民ニーズの変化に的確に対応した行政サービス

を提供していくため、様々な角度から改善を推進し、市民満足度の向上や成果を重視

した行政運営を総合的かつ計画的に進めます。また、簡素で効率的な組織の構築を進

めていきます。 

 

（４）持続可能な財政運営の確立 

 将来にわたり安定した行政サービスを続けるため、健全な財政状況の下で、市民ニ

ーズや時代の潮流に即した各種施策を着実に推進していく必要があることから、中期

財政計画などを踏まえ、事業の見直しや選択により、健全な財政運営を進めていきま

す。 
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２．施策の体系（案） 

 

改革推進の柱 主要施策 

（１）市民協働・官民連携の推進 

①市民参加・協働の推進 

②民間活力の活用 

③情報公開・情報提供の推進 

（２）人財育成の推進 
①職員の意識改革と能力開発の推進 

②有能な「人財」の育成と確保 

（３）効果的かつ効率的な行政運営の推進 
①行政サービスの向上 

②効率的な組織運営 

（４）持続可能な財政運営の確立 
①健全な財政運営の推進 

②歳入確保・歳出削減の推進 

 

改革推進の４項目の柱に沿ってそれぞれ主要施策を位置付け、具体的な行動計画を

進めます。行動計画には、わかりやすい数値目標や目標年次を可能な限り設定した上

で、毎年度、達成状況を評価・検証し改善を図るとともに結果を公表します。 
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Ⅳ．推進期間 

  第６次行財政改革大綱の推進期間は平成２８年度から平成３２年度の５年間と

します。また、大綱に基づく行動計画については、社会情勢の変化に応じて見直し

を行い必要な措置を講じるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区        分 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

基本構想 

将来都市像実現のための施

策の大綱を定めたもの 

  

 

    

 

    

 

基本計画 

基本構想で定めたまちづくり

の目標を実現するため、具体的

な施策を体系的に定めたもの 

          

行財政改革大綱 

          

１０年間 

中期５ヵ年 

後期４ヵ年 

見直年次 

見直年次 

第５次行財政改革大綱 第６次行財政改革大綱 

前期５ヵ年 
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Ⅴ．推進体制 

進捗状況については、年度ごとに、庁内組織の「行財政改革推進本部」「行財政

改革推進会議」に報告し、結果を公表します。さらに、「行財政改革市民懇談会」

への進捗状況の報告により、市民の視点による様々な意見や助言を今後の業務改善

に反映します。 

 

 

 

 

 

 

第５次基本構想 

中期基本計画・後期基本計画 

進捗状況の 

公表 

（Check） 

各部局 

具体化 

作成及び自己管理 

（Plan） 

市   民 

 

行財政改革 

市民懇談会 

 

実施 

（Do） 

指示・承認（Action） 

意見（Action） 

富士見市行財政改革 

推進本部 

（本部長：市長） 

策定 

（Plan） 

行動計画 

（毎年更新） 

報告 

（Check） 

行財政改革推進会議 

第６次行財政改革大綱 

（平成２８～３２年度） 

進捗状況の 

公表 

（Check） 


